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（注）１．表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。
「 」のサービスについては、15歳以上の障害児であって児童相談所からサービスを利用することが適当との意見があった場合には、市町村から支給決定を受けて利用することが可能。

２．障害児入所施設の利用者数及び施設・事業所数については、厚生労働省調べ（平成25年12月現在）、それ以外については平成26年1月現在の国保連データ。

サービス名

者 児

児童発達支援

医療型児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練などの支援を行う。

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行う。

児

保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との
集団生活への適応のための専門的な支援などを行う。

医療型障害児入所施設

障害児相談支援

施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導
及び知識技能の付与を行う。

施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、

保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う。

【障害児利用援助】
・障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成
・給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成
【継続障害児支援利用援助】
・障害児通所支援の利用状況等の検証（モニタリング）
・事業所等との連絡調整、必要に応じて新たな通所給付決定等に係る申請
の勧奨

児

児

地域移行支援
住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関す
る相談、各障害福祉サービス事業所への同行支援等を行う。

者

放課後等デイサービス
授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活
能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う

児

障害児が利用できる福祉サービスの体系（１）
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児

地域定着支援 常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における
相談、障害福祉サービス事業所等と連絡帳など、緊急時の各種支援を行う。

者

福祉型障害児入所施設 児

児
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計画相談支援

【サービス利用支援】
・サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成
・支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成
【継続利用支援】
・サービス等の利用状況等の検証（モニタリング）
・事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨

児者

措置 3,764

措置 946

契約 3,209

※

障
害
児
の
利
用
者
数

者



（注）１．表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。
「 」のサービスについても、15歳以上の障害児であって児童相談所からサービスを利用することが適当との意見があった場合には、市町村から支給決定を受けて利用することが可能。

２．障害児の利用者数は平成26年1月現在の国保連データ。（共同生活援助は旧ケアホームと旧グループホームの数値を合算したもの）

サービス名

者 児

居宅介護（ホームヘルプ）

重度訪問介護

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を
有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出
時における移動支援等を総合的に行う

児者

者

行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために
必要な支援、外出支援を行う

重度障害者等包括支援

短期入所（ショートステイ）

療養介護

施設入所支援

生活介護

自立訓練（機能訓練）

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排
せつ、食事の介護等を行う

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看
護、介護及び日常生活の世話を行う

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、
創作的活動又は生産活動の機会を提供する

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、
向上のために必要な訓練を行う

児者

児者

児者

者

者

者

者

就労移行支援

就労継続支援（A型＝雇用型）

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力
の向上のために必要な訓練を行う

一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労する機会を提供するとともに、能力等の向上の
ために必要な訓練を行う

者

者

共同生活援助（グループホーム）
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常
生活上の援助を行う

者

同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供
や介護を行う

児者

自立訓練（生活訓練）
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、
向上のために必要な支援、訓練を行う

就労継続支援（B型） 一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上
のために必要な訓練を行う

者

者

障害児が利用できる福祉サービスの体系（２）

居
住
系

訪
問
系

日
中
活
動
系

施
設
系

訓
練
系
・
就
労
系

介
護
給
付

訓
練
等
給
付

障害児の利用者数

9,621

19

2,823

0

183

5,293

1

131

76

5

177

46

168

133

142

者

参考資料１－２



職場・地域生活

保育所等

学校等

乳幼児期

学齢期

医療

医療

学校保健

母子保健

障害児
支援

地域における「縦横連携」のイメージ

医療就労
支援

障害福祉

障害福祉

障害福祉

障害児
支援
後方支援

後方支援

入学

卒業

成年期
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害
児
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談
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本
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族
）
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「気づきの段階」からの支援

関係者間の共通理解・情報共有
→ 途切れない支援の調整

地域保健

本
人（家

族
）

参考資料２



市
町
村
域

障
害
保
健
福
祉
圏
域

児童相談所

都
道
府
県

発達障害者
支援センター

・高度な専門的支援・
バックアップ
・（自立支援）協議会

保健所

医療機関
※一定程度高度な対応が可能なところ・関係機関等と連携

協力による支援
機能の強化
・障害児への入所
支援を提供
・（自立支援）協議会

・障害児への通所
支援を提供
・地域支援の提供
（保育所等訪問支援、
障害児相談支援等）

・（自立支援）協議会

障害児入所施設

児童発達
支援事業

児童発達支援
センター

学校、特別支援
学校等

放課後等デイ
サービス

障害児
相談支援等

保育所等
訪問支援

障害児・家族

保育所
等

（＊医療型含む）

集団生活への
適応等を支援
（アウトリーチ）

障害児の地域支援体制の整備の方向性のイメージ 参考資料３

＊人口規模等に応じて各圏域
に複数の拠点が必要

＊都道府県
指定都市

＊都道府県
指定都市
児相設置市

障害福祉サービス

障害児支援等
の利用援助等

直接支援

各地域の実情に応じて、関係機関の役割分担を明確にし、重層的な支援体制を構築する必要。

拠点病院
（子どもの心の診療ネットワーク等）

市町村保健センター、
地域の医療機関 等

連携・協力


